
見附市教育委員会告示第２７号 

見附市不妊治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 令和６年１１月２９日 

              見附市教育委員会教育長 渡邊 茂夫 

見附市不妊治療費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市不妊治療費助成事業実施要綱（令和４年見附市教育委員会告示第１１号）

の一部を次のように改正する。 

第６条第５号を次のように改める。 

（５） 夫婦の加入医療保険資格情報が分かる書類 

別記第１号様式を次のように改める。 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現にある改正前の別記第１号様式については、当分の

間、これを使用することができるものとする。 


